
億 千 百 十 万 千 百 十 円

※入札金額の頭には、必ず「￥」を記入すること。

※入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

※車両については、リサイクル料金を含めた金額を記入すること。

物　品　名　

億 千 百 十 万 千 百 十 円

免 除

　上記のとおり入札します。なお、契約の金額は、上記金額に当該金額の１０％に

相当する額を加算した金額とします。ただし、車両につきましては上記金額より

リサイクル料金を差し引いた金額に１０％に相当する額を加算した金額とします。

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名 ㊞

　　日南串間広域不燃物処理組合　管理者　髙　橋　　透　　様

金　額

入札保証金

令和８年７月３０日

入　　　　　札　　　　　書



億 千 百 十 万 千 百 十 円

※入札金額の頭には、必ず「￥」を記入すること。

※入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

※車両については、リサイクル料金を含めた金額を記入すること。

物　品　名　

億 千 百 十 万 千 百 十 円

免 除

　上記のとおり入札します。なお、契約の金額は、上記金額に当該金額の１０％に

相当する額を加算した金額とします。ただし、車両につきましては上記金額より

リサイクル料金を差し引いた金額に１０％に相当する額を加算した金額とします。

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名 ㊞

　　日南串間広域不燃物処理組合　管理者　髙　橋　　透　　様

2回目

令和８年７月３０日

入　　　　　札　　　　　書

金　額

入札保証金



億 千 百 十 万 千 百 十 円

※入札金額の頭には、必ず「￥」を記入すること。

※入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

※車両については、リサイクル料金を含めた金額を記入すること。

物　品　名　

億 千 百 十 万 千 百 十 円

免 除

　上記のとおり入札します。なお、契約の金額は、上記金額に当該金額の１０％に

相当する額を加算した金額とします。ただし、車両につきましては上記金額より

リサイクル料金を差し引いた金額に１０％に相当する額を加算した金額とします。

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名 ㊞

　　日南串間広域不燃物処理組合　管理者　髙　橋　　透　　様

入　　　　　札　　　　　書

金　額

入札保証金

3回目

令和８年７月３０日



億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ ○ ○ ○ ○

※入札金額の頭には、必ず「￥」を記入すること。

※入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

※車両については、リサイクル料金を含めた金額を記入すること。

物　品　名　

億 千 百 十 万 千 百 十 円

免 除

　上記のとおり入札します。なお、契約の金額は、上記金額に当該金額の１０％に

相当する額を加算した金額とします。ただし、車両につきましては上記金額より

リサイクル料金を差し引いた金額に１０％に相当する額を加算した金額とします。

住　　　　所 日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商号又は名称 株式会社　黒潮商事

氏　　　　名 代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

入　　　　　札　　　　　書

金　額

２トンダンプ・小型貨物車

入札保証金

令和８年７月３０日

記入例

1回目

①金額の頭には必ず『￥』マーク記入すること。
②金額の頭と『￥』マークの間には空白が無いようにするこ

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

会社等の法人は、商号等を記入してください。

黒
潮
商
事

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。



億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※入札金額の頭には、必ず「￥」を記入すること。

※入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

※車両については、リサイクル料金を含めた金額を記入すること。

物　品　名　

億 千 百 十 万 千 百 十 円

免 除

　上記のとおり入札します。なお、契約の金額は、上記金額に当該金額の１０％に

相当する額を加算した金額とします。ただし、車両につきましては上記金額より

リサイクル料金を差し引いた金額に１０％に相当する額を加算した金額とします。

住　　　　所 日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商号又は名称 株式会社　黒潮商事

氏　　　　名 代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

2回目

入　　　　　札　　　　　書

金　額

令和８年７月３０日

２トンダンプ・小型貨物車

入札保証金

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

黒
潮
商
事

①金額の頭には必ず『￥』マーク記入すること。

②金額の頭と『￥』マークの間には空白が無いようにする

こと。

記入例

2回目

会社等の法人は、商号等を記入してください。

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。



億 千 百 十 万 千 百 十 円

×
※入札金額の頭には、必ず「￥」を記入すること。

※入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

※車両については、リサイクル料金を含めた金額を記入すること。

物　品　名　

億 千 百 十 万 千 百 十 円

免 除

　上記のとおり入札します。なお、契約の金額は、上記金額に当該金額の１０％に

相当する額を加算した金額とします。ただし、車両につきましては上記金額より

リサイクル料金を差し引いた金額に１０％に相当する額を加算した金額とします。

住　　　　所 日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商号又は名称 株式会社　黒潮商事

氏　　　　名 代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

3回目

入　　　　　札　　　　　書

金　額

２トンダンプ・小型貨物車

入札保証金

令和８年７月３０日

①金額の頭には必ず『￥』マーク記入すること。

②金額の頭と『￥』マークの間には空白が無いようにする

こと。

③3回目入札しない場合は、一の位に『×』を記入するこ

黒
潮
商
事

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

記入例

3回目

会社等の法人は、商号等を記入してください。

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。



入札に付する件名

　上記の物品について、入札参加申込をしましたが下記の理由により入札を辞退します。

　　　令和 　　年 　　月　　 日

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名 ㊞

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

入　札　辞　退　届



入札に付する件名

　上記の物品について、入札参加申込をしましたが下記の理由により入札を辞退します。

社用車使用の見込みがなくなったため

　　　令和 　年 　 月　　 日

住　　　　所 日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商号又は名称 株式会社　黒潮商事

氏　　　　名 代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

（代　理　人）

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

入　札　辞　退　届

２トンダンプ・小型貨物

会社等の法人は、商号等を記入してください。

黒
潮
商
事

申込後に辞退される場合、

組合に直持ち辞される場合は、届け出日を、

郵送される場合は、辞退届の記入日
を記載してください。

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

辞退理由を記入ください。

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。



　私は、都合により　　　　　　　　　　　　　（使用印鑑　　㊞　）　を代理人

と定め、下記内容の　　入札に関する一切の権限を委任します。

入札に付する件名

　　　令和 ７年 ７月３０ 日

住　　　　所

商号又は名称

氏　　　　名 ㊞

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

委　任　状

記



　私は、都合により　　　　　　　　　　　　　（使用印鑑　　㊞　）　を代理人

と定め、下記内容の　　入札に関する一切の権限を委任します。

入札に付する件名

　　　令和 ８年 ７月３０ 日

住　　　　所 日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商号又は名称 株式会社　黒潮商事

氏　　　　名 代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

日南串間広域不燃物処理組合 管理者　髙　橋　　透　　様

委　任　状

記

４トンダンプ・普通貨物

日
串日 串 一 郎

会社等法人は、商号等を記入してください。

黒
潮
商
事

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。

入札日に持参する印
鑑を必ず押印をして
ください。

物品名を一言一句間違えないように、記入する。



　　

　入札において、再入札分を含めて３回分の入札書を作成していただく必要がありますので、

入札書を入れる封筒（Ａ４サイズを横三つ折りにして入る程度の大きさ）も３枚用意してください。

　入札書は、それぞれの封筒に入札額が低い順（１回目＜２回目＜３回目）

から順番に入れ、糊付けし封印をお願いします。

★必ず３つ作成して入札時にご持参ください。

１回目用

住 所

商 号 又 は 名 称

氏 名 ㊞

２回目用

住 所

商 号 又 は 名 称

氏 名 ㊞

３回目用

住 所

商 号 又 は 名 称

氏 名 ㊞

件名：

件名：

件名：

入札書を入れる封筒の作り方

（切り取り）

（切り取り）

（切り取り）

（切り取り）



　　

　入札において、再入札分を含めて３回分の入札書を作成していただく必要がありますので、

入札書を入れる封筒（Ａ４サイズを横三つ折りにして入る程度の大きさ）も３枚用意してください。

　入札書は、それぞれの封筒に入札額が低い順（１回目＜２回目＜３回目）

から順番に入れ、糊付けし封印をお願いします。

★必ず３つ作成して入札時にご持参ください。

１回目用

住 所 　日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商 号 又 は 名 称 　株式会社　黒潮商事

氏 名 　代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

２回目用

住 所 　日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商 号 又 は 名 称 　株式会社　黒潮商事

氏 名 　代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

３回目用

住 所 　日南市南郷町榎原✕✕✕番地✕

商 号 又 は 名 称 　株式会社　黒潮商事

氏 名 　代表取締役　黒潮　太郎 ㊞

件名：２トンダンプ・小型貨物車

件名：２トンダンプ・小型貨物車

入札書を入れる封筒の作り方

件名：２トンダンプ・小型貨物車

（切り取り）

（切り取り）

（切り取り）

（切り取り）

記入例

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

会社等の法人が入札に参加する場合は、商号等を記

入してください。 個人の場合は、記入不要。

黒
潮
商
事

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

会社等の法人が入札に参加する場合は、商号等を記

入してください。 個人の場合は、記入不要。
会社等の法人が入札に参加する場合は、商号等を記

入してください。 個人の場合は、記入不要。

黒
潮
商
事

物品名を一言一句間違えないように、記入する。

会社等の法人が入札に参加する場合は、商号等を記

入してください。 個人の場合は、記入不要。

黒
潮
商
事

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。

申込書と同じ

印鑑を押印をして
ください。



入札についての説明書

１　入札の内容及び方法

　（１）　入札は、条件付一般競争入札で行う。

　（２）　落札は、予定価格以上で最高価格の入札者とする。

　　　　　なお、予定価格の事前公表は行わない。

　（３）　入札回数は、３回までとする。

　（４）　落札となるべき同価の入札をした者が２名以上いるときは、くじ引きにより決定する。

２　入札の効力

　　　次の各号の一つに該当する入札は、無効とする。

　（１）　入札に参加する者に必要な資格のない者が行なった入札

　（２）　同一人が同一事項についてした２通以上の入札

　（３）　２人以上の者から委任を受けた者が行った入札

　（４）　入札書の表記金額を訂正した入札

　（５）　入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札

　（６）　入札条件に違反した入札

　（７）　連合その他不正の行為があった入札

３　再度入札

（１）　再度入札の回数は、２回とする。

（２）　次の各号の一つに該当する者は、再度入札に参加することはできない。

　　　　①　初度入札に参加しなかった者

　　　　②　初度入札に参加したが入札をしなかった者

　　　　③　連合その他不正な行為があった入札をした者

（３）　再度入札は、辞退することができる。

４　入札者の心得

　（１）　地方自治法、地方自治法施行令、日南串間広域不燃物処理組合財務規則等の関係規定に従うこと。

　（２）　時間を遵守すること。

　（３）　入札会場の入室は１名とする。

５　入札書の書き方

　（１）　提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

　（２）　入札書には入札金額、住所、氏名（法人の場合：商号又は名称及び代表者氏名。ただし、代理人が

　　　　入札に参加するときは代理人氏名）を記載し、押印すること。

　　　　　　※使用する印鑑は、申込書に使用した印鑑。

　　　　　　　代理人の場合は、委任状に押印した受任者の印鑑可。

　（３）　金額欄の先頭には、必ず「￥」を付けること。

　（４）　金額の訂正は無効とする。

　（５）　入札額は、消費税を含まない額を記入すること。

６　入札当日持参するもの

　（１）　入札書（指定様式のもの１物件につき３通）

　　　　　　※１回目、２回目、３回目各１通準備すること。

　（２）　封筒（入札書を入れて提出するためのもの、１物件につき３枚）

　　　　　　※作成方法をよく読み１回目、２回目、３回目各１枚準備すること。

　（３）　委任状（指定様式のもの１物件につき１通）

　　　　　　※代理人参加の場合は、委任者印（申込書に使用した印鑑）及び受任者印の押印をすること。

　（４）　印鑑

　　　　　　※申込書に使用した印鑑。ただし、代理人の場合は委任状と同じ印鑑。

７　契約について

　（１）　手続き等は、入札後に行うこととする。

　（２）　代金の納入は、契約締結予定日までに行うこととする。

　（３）　契約は、代金の納入後に行う。

　（４）　物件の引取りは、物件の担当課と協議のうえ、契約後速やかに行うこと。


